
※除却工事の完了までに工事内容に

変更が生じた場合は「変更・中止承認

申請」（第８号様式）の手続き。

事前相談

特定空家等の所有者

不良住宅の認定

（申請受理）

↓

（現地調査）

↓

（判定）

解体事業者の選定 見積書作成等

補助金交付申請（第４号様式）

交付申請の

受付･審査

解体事業者と直接契約 解体工事契約

解体報告書の受理 解体工事の実施
【除却工事写真の撮影】

実績報告（第１０号様式）

補助金額確定通知書（第１１号様式）の受理

実績報告の

受付･審査

補助金交付請求（第１２号様式）

補助金受領、手続き完了

交付請求の

受付･交付

桜 井 市

特定空家等への

該当通知の受理

制度紹介

特定空家等の判断

不良住宅認定申請
（第１号様式）

不良住宅の所有者

※特定空家等の場合は、空家特措法第１４

条第３項の措置を命じられていないこと。

桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金（申請フロー）

解 体 事 業 者
申 請 者

不良住宅認定通知書
（第２号様式）の受理

不良住宅不認定通知書
（第３号様式）の受理

補助金交付決定通知書（第６号様式）の受理

補助金交付却下通知書（第７号様式）の受理


